
令和５年度前期監査報告書（ 財政援助団体監査）措置状況通知

前期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜前期監査報告書（令和５年９月２９日）＞

「処理」の実施状況

【Ｃ：実施しないことを決定済】　基準日までに「処理」を実施することはできるが、何らかの理由により実施しないことを決定したもの　　　　　　　　　　１件

【Ｄ：実施することができない】　基準日までに手段が無く「処理」を実施するができないことを確認したもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況

【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施することを決定したもの　２件

○財政援助団体監査
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【指摘】
　とよたガーデニングフェスタ事業に
関する協定書第２条において、会計年
度は令和４年４月１日から令和４年５
月３１日までとされており、当該期間
中に支払を完了すべきところ、６月以
降も支払が行われていた。

1
1
頁

1 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　令和４年度の支払は
既に執行済であるた
め、是正を実施するこ
とができないことを令
和５年６月２８日に確
認した。

Ａ：実施済
又は決定済

　会計年度という言葉が不適切で
あったため事業期間に改める。ま
た、事業期間は支払期日を含めた
７月３１日までに改める。
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【指摘】
　現金の入出金を記録した出納簿が作
成されておらず、入出金の動き及び任
意の時点における資金残高の確認が困
難な状態となっていた。

1
1
頁

2 Ｃ：実施し
ないことを
決定済

　決算処理されている
ため、新たに出納簿の
作成をしないことを令
和５年６月２８日に確
認した。

Ａ：実施済
又は決定済

　現金の入出金を記録する出納簿
を令和５年８月３１日までに作成
した。入出金の動き及び資金の残
高が正しいか、毎月末に担当以外
の者でチェックすることとした。

令
和
5
年
1
0
月
1
0
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－ 1 ／1－


